
1	 はじめに	 

1-1	 研究の背景	 

	 過疎地域においては、限界集落や消滅集落という

言葉が一般に普及するほど、深刻な状況に立たされ

ている。国土保全を考える上で集落の持続は重要な

課題であり、かつ対応方策を考える事が急務となっ

ている。筆者はこれまでに人口増加を続けていた坊

勢島に着目し新宅分けという慣行等について研究注1)

をしてきており、継続的に地域社会を維持・継承し

ていくためには、イエを継承していく知恵や工夫と

しての慣行が重要であると考えている。特に民俗学

における隠居研究の第一人者である竹田が「隠居が

家督・財産の生前譲渡によって「家」の若がえりを

期待」注2)していると指摘しているように、隠居慣行

は居住継承を促す仕掛けであり、この居住継承によ

り地域社会が維持・継承しうると考えている。	 

	 しかし、船越らが指摘するように隠居慣行は「単

に継承されているわけではなく、社会的・経済的条	 

	 

件の変化、生産・生活の合理化や近代化に伴い変質

を余儀なくされ大きく変容」注3)している。よって、

今後も地域社会を維持・継承をしてくためには、こ

れまでの隠居慣行を現代的に捉え直していく必要が

ある。	 

1-2	 研究の対象地の選定と目的	 

	 三重県志摩市阿児町国府集落の隠居慣行は竹田が

指摘するように「全国的にもっとも著名」注4）な隠居

慣行の一つである。これは我妻による「嫁の天国」注

5)の出版を契機にマスメディアに取り上げられ全国

的に脚光を浴びたからであると言われている。その

ため、既往研究が数多くなされており隠居慣行の変

容を捉え現代社会への適応の状態を把握する上で適

切であると考え、研究対象地として選定した。	 

	 本稿では、国府集落における隠居慣行の変容の実

態を把握するとともに、居住継承や不動産の継承の	 

見通しを把握し、それらの関係を明らかにすること

を目的とする。それを踏まえて集落の持続にする考	 
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図 3	 国府の集落域の概要	 

察を行う。	 

1-3	 研究の方法	 

	 本稿では次の方法をとる。2章では、文献調査に基

づいて国府集落の隠居慣行を把握するともにその変

容の概況を把握する。3章では、アンケート調査から

現在の居住形態と過去の居住形態の比較や、今後の

居住継承や不動産の継承の動向を把握する。4章では、

隠居が済んでいるかや長男夫妻との同居の状況等か

ら回答者の類型を行い比較分析をすることで、隠居

慣行の変容の実態を明らかにする。5章では、以上を

取りまとめ国府集落の隠居慣行の現状から居住継承

や地域の維持・継承に資する知見を得る。	 

1-4	 研究の位置づけ	 

	 隠居分家慣行に関する研究は、民俗学や社会学に

おいて行われており、国府集落を対象とした研究も

数多くある注6)。	 

	 建築学系分野での隠居分家慣行の研究では、船越

ら注7)は、高齢者の家族による居住支援のために西日

本に存続する隠居慣行を対象にその継承と変容の様

相を明らかにしている。また郭・大原ら注8）は、一連

の研究で韓国済州島城邑民俗村における分家を習慣

とする親子二世帯の住まい方に着目し、住まい方の

現状と経年変化を把握している。国府集落の研究と

しては、船越ら注9)	 は親子二世帯の居住実態とその変

化の過程を明らかにしている。伊藤ら注10)は本屋・隠

居屋の間取りと住み方の実態と捉え本屋の包括性と

隠居屋の補完性という関係を指摘している。いずれ

にせよ、これらは親子二世帯の住まい方とその変容

を主要な論点にしており、世代交代を含む居住継承

や地域の維持・継承の観点は論点にはなっていない。	 

	 ところで、都市計画の分野においては居住継承と

市街地更新や持続性に関わる研究が展開している注

11)。さらには歴史的な町並みにおける居住継承につ

いては、牧野・今井注12)が、橿原市今井町において親

子同居の世代交代の動向を検討し居住継承について

考察している。	 

	 本研究は、隠居慣行が変容しつつある国府集落に

着目し、居住継承の観点から地域の維持・継承に関

する知見を得ようとする基礎的研究に位置づけられ

る。	 

	 

2	 国府の概要と隠居慣行	 

2-1	 国府の概要	 

	 志摩半島の中央部東端に位置し、近鉄志摩線鵜方

駅から東へ約4kmの地点にある（図1）。集落は海岸

付近にあり整然とした条里制の街区構成を残し、各

戸には槇垣が巡らせている。国府集落は行政区画上、

11番組に分かれておりそれぞれの組から組長・総代

各１名ずつが選ばれ自治会を構成している。1～8組

は「元村（モトムラ）」と呼ばれ、戦前はこれらの

組のみで構成されていた（図3）。	 

	 2010年現在の国府地区全体の人口は2,321人、世帯

数は918世帯である。人口の推移を見ると1965年から

1985年の20年間はほぼ1,500人前後で横這いである

が、バブル期を挟んで急激に増加していることがわ

かる。世帯数の推移を見てもバブル期以前の増加傾

向に比べて、バブル期以降は明らかに急激に世帯数

が増加し、1985年と2000年を比較しても495世帯から

962世帯と約倍増していることがわかる（図2）。こ

れは国府集落の山間部の畑等が売買され、別荘地の

開発がおこなわれたことに起因する。	 

2-2	 国府の隠居慣行	 

	 国府の隠居慣行による文献調査から以下の4点を

明らかにした。	 

1)本屋と隠居屋注13)	 

	 槇垣に囲まれた屋敷地は200～300坪あり本家の家

族の住む本屋と隠居の家族の住む隠居屋の他、蔵や

納屋などが配置されている。	 

2）別棟別計別食注14)	 	 

	 長男が結婚式を挙げると嫁は夫の家に入り夫の両

親が隠居するまで同居する。隠居すると同屋敷地で

図 1	 国府集落の位置	 	 	 図 2	 人口・世帯数の推移	 



別棟の隠居の形式をとる（別棟）。親は隠居する際

に長男以外の次子以下の子を一緒に連れて行き、か

まどを別にして独立の世帯を営む（別計別食）。	 

3）家長権の譲渡注15)	 

	 父は社会的公的な代表権や交際権は息子に譲るが、

実質的な代表権や財産権は以前として父が持ってい

る。しかし、老齢になるに応じて生産的な性格は失

われて本屋に寄生するようになり、実質的な代表権

は本屋に移って行く。	 

3）隠居慣行の変容注16)	 

	 2000年代に入り、長男夫婦が本屋に入るという条

件が強く働き、いつまでも親が本屋を守っているケ

ースが多くなり、老夫婦が本屋に住んでいる例が多

くなっている。	 

2-3	 ヒアリング	 

	 2010年10月19日および20日に、国府自治会長H夫妻、

老友会長M氏、元公民会長U氏、元源慶寺住職O氏、女

性の会長Y氏に、国府の隠居慣行の現状について、ヒ

アリングを行った。その主な内容を示す（表1)。次

のことが読み取れる。	 

	 概ね60代までは集落内同士で結婚し、隠居慣行を

踏まえて居住してきているが、50代からは集落外と

の結婚が増えたこと。また、農業の衰退とバブル期

における土地の売買等から集落内外の他所に居宅を

構える者が増えたこと。さらには、晩婚化や未婚・

離婚なども増加したこと。そして、空き家の増加や

独り暮らしの増加など居住の継続性が薄れており、

サーファーが住宅を購入する等の現象が起こってい

ること。次男や娘が戻り同居することもあること。

長男が土地等の財産を持つことへの意識が高いこと。	 

2-4	 小括	 

	 バブル以前は隠居慣行が維持され人口・世帯数と

もに一定程度に保たれていたが、バブル以降に隠居

慣行も変容し土地の売買等から人口・世帯数ともに

増加したものと思われる。	 

	 

3	 アンケート調査	 

3-1	 調査の概要	 

	 隠居慣行の変容の実態と捉えるために、国府集落

において隠居慣行を永々と行ってきたと想定される

元村と呼ばれるほぼ集落の中心部にあたる1組～8組

を対象範囲とした。また、変容の実態を捉えるため

に、バブル以前の30年前と現在を比較するために70

歳以上の男性の世帯主102名（国府自治会資料より）

を対象としてアンケート調査を行った。アンケート

の内容は現在(2011.2）の家族構成と30年前(1981.2）

の家族構成、隠居制度の変容実態と不動産の継承に

ついて、今後の居住継承と不動産継承についてであ

る。アンケート票は95名に配布し、53名の有効回答

を得た（回答率51.9%）。アンケート調査の概要と結

果を表2に示す。	 

3-2	 隠居慣行の様態	 

	 30年前の居住形態を見ると、50名(94.3%)が本屋に

住んでおり、2名(3.8%)が隠居屋に住み、1名(1.9%)

が無回答であった。現在の居住形態では、24名

（45.3%）がまだ本屋に住まい、28名(52.8%)が隠居

屋に住まい、1名(1.9%)が大隠居に住んでいる。その

時、30名(56.6%)は同一敷地内で長男夫妻と同居して

いる。28名(52.8%)が別棟別計別食であり、別棟同計

同食が2名(3.8%)、別棟別計同食が2名(3.8%)、同棟

別計別食が1名(1.9%)、同棟同計同食が1名(1.9%)、

無回答が18名(33.4%)であった。隠居を済ませたと回

答した者は30名(56.7%)であり、未だに隠居していな

いと回答した者は23名(43.3%)であった。住まい続け

る人（居住の継承者）はこの53名のうち32名(60.4%)

が決まっていると回答し、見通しが立っているが5名

(9.4%)、決まっていないが7名(13.2%)、わからない

が6名(11.3%)、無回答が3名(5.7%)である。屋敷地の

所有は本人が42名(79.2%)であり、妻が2名(3.8%)、

長男が4名(7.5%)、娘が1名(1.9%)、不明が3名(5.7%)

であった。不動産を継承する人は27名(50.9%)が決ま

っていると回答し、見通しが立っているが9名

表 1	 ヒアリング調査結果のまとめ	 



(17.0%)、決まってないが8名(15.1%)、わからないが

3名(5.7%)、無回答が6名(11.3%)であった。	 

3-3	 未隠居の理由	 

	 アンケートにおいて未隠居の理由の回答を得てい

る(表3)。18人中9人が長男等の子が転出してしまっ

たことを挙げている。4人が長男と同居していること、

2人が長男の未婚を挙げている。これらから長男の婚

姻や居住動向が隠居をしていないことに影響を与え

ていることがわかる。	 

3-4	 小括	 

	 これらのことから、次のような傾向があることが

わかった。1）30年前にはほとんどが回答者本人は本

屋に住んでおり、2）現在では半数強が隠居をして隠

居屋に住まい、3)長男夫妻と屋敷地内で同居をして

いる。4）回答者本人の半数弱は未だ隠居を済ませて

いない。5）約半数は、別棟別計別食を保っている。	 

6)屋敷地に住まい続ける人（居住の継承者）は6割が

決まっており、7)約8割が屋敷地を所有しており、8)

不動産を継承する人は約半数が決まっている。9)未

隠居の場合は長男の婚姻や居住動向が影響を与えて

いることがわかった。	 

	 

4	 類型分析	 

	 隠居が済んでいるか否か、長男夫妻と同居してい

るか否かと、その他の子や孫と同居しているか否か

によって類型し、アンケート結果について分析する

こととする。図4のフローに従って類型した。	 

4-1	 類型毎の傾向	 

	 類型毎の傾向を以下に示す。	 

1)正当派隠居型	 

	 隠居が済んでおり長男夫妻と屋敷地内で同居して

いる類型である。この類型は53名中24名を占めてい

る。そのうち21名(87.5%)が別棟別計別食と隠居慣行

を維持している割合が高い。屋敷地の所有は20名

(83.3%)は本人の所有であるが4名(16.7%)は長男に

表 2	 アンケートの概要と調査結果のまとめ	 

表 3	 未隠居の理由	 



その所有権を譲渡している。住まい続ける人（居住

の継承者）については、決まっている・見通しが立

っている合わせると21名(87.5%)に及び、決まってい

ない・わからないは3名(12.5%）である。不動産を継

承する人は、決まっている・見通しが立っているを

合わせると18名(75.0%)におよび、決まってない・わ

かならない・無回答は6名(15.0%)である。	 

2)長男夫妻以外隠居型	 

	 隠居は済んでいるが長男夫妻以外と屋敷地内で同

居している類型である。この類型は53名中6名である。

そのうち4名(66.7%)が別棟別計別食と隠居慣行を維

持しており、2名(33.3%)は同食になっている。屋敷

地の所有は5名(83.3%)が本人の所有であるが1名

(16.7%)が娘にその所有権を譲渡している。住まい続

ける人（居住の継承者）については、決まっている

が3名(50.0%)であり、決まってない・無回答を合わ

せて3名(50.0%)である。不動産を継承する人につい

ては、決まっている・見通しが立っているを合わせ

て4名(66.6%)であり、無回答が2名(33.3%）である。	 

3)長男夫妻同居未隠居型	 

	 隠居は済んではいないが長男夫妻と敷地内で同居

している類型である。この類型も53名中6名である。

そのうち2名(33.3%)が別棟別計別食を維持している

が、2名(33.3%)は同棟になっている。屋敷地の所有

は、5名(83.3%)は本人の所有である。住まい続ける

人（居住の継承者）は決まっているが5名(83.3%)で

あり決まっていないが1名(16.7%)である。不動産を

継承する人についても、決まっているが5名(83.3%)

であり、決まってないが1名(16.7%)である。	 

4)子孫同居未隠居型	 

	 隠居は済んではいないが子や孫と敷地内で同居し

ている類型である。この類型は53名中7名である。そ

のうちの1名が別棟別計別食を維持しているが、その

他は無回答であった。屋敷地の所有は本人が5名

(71.4%)、妻が2名(28.6%)であった。住まい続ける人

（居住の継承者）は、決まっているが4名(57.1%)で

あり、わからない・無回答を合わせて3名(42.9%)で

あった。不動産を継承する人については、決まって

いるが5名(71.4%)、わからない・無回答を合わせて2

名(28.6%)である。	 

5)子孫非同居型	 

	 隠居も済んでおらず子や孫とも敷地内では同居し

ていない類型である。この類型は53名中10名である。

隠居慣行の維持については10名(100%)が無回答であ

った。屋敷地の所有については本人が７名(70%)、妻

が１名(10%)、無回答が2名(20%)であった。住まい続

ける人（居住の継承者）は、決まっている・見通し

は立っているを合わせると4名(40.0%）であり、決ま

ってない・わからないを合わせて6名(60.0%)であっ

た。不動産を継承する人についても、決まっている・

見通しは立っているをあわせて4名(40.0%）であり、

決まっていないが6名(60.0%)であった。	 

4-2	 比較分析	 

	 項目毎に類型を比較することで傾向を分析する。	 

1)隠居慣行	 

	 別棟別計別食という隠居慣行は正当派隠居型や長

男夫妻以外隠居型では、大半で維持されている。隠

居が済んでいない他の類型ではあまり維持されてい

ない傾向があった。	 

2)屋敷地の所有	 

図 4	 類型フローと類型毎の回答	 



	 全般に本人の所有が大半を占めている。隠居が済

んでいる正当派隠居型と長男夫妻以外隠居型では、

長男や娘へ所有権が譲渡されていたが、他ではそう

したことは見受けられなかった。	 

3)住まい続ける人（居住の継承者）	 

	 住まい続ける人（居住の継承者）の場合は、長男

夫妻と敷地内で同居している正当派隠居型や長男夫

妻同居未隠居型の決まっている・見通しは立ってい

るの割合が8割を越えて高い。そうでない長男夫妻以

外隠居型や子孫同居型では5割程度であり、子孫非同

居型では４割となる。	 

4)不動産を継承する人	 

	 不動産を継承する人の場合も、長男夫妻と敷地内

で同居している正当派隠居型や長男夫妻同居未隠居

型の決まっている・見通しは立っているの割合が7~8

割と高い。そうでない長男夫妻以外隠居型や子孫同

居未隠居型では6〜7割と若干低くなり、子孫非同居

型では4割となる。	 

	 

5	 まとめ	 

5-1	 結果	 

	 以上から、隠居慣行の変容の実態と、その居住継

承との関係として、次の7点が明らかになった。	 

1)バブル期以降に国府の隠居慣行の変容が明確化し

ていること。	 

2)約半数は隠居慣行を概ね維持しているが、半数弱

は隠居慣行が変容していること。	 

3)特に長男の婚姻や居住の動向が、隠居慣行を維持

しているか変容させているかに影響を与えているこ

と。	 

4)隠居が済んでいる場合は別棟別計別食の隠居慣行

が維持されかつ屋敷地の所有が次世代へ移譲される

傾向があること。	 

5)長男夫妻が敷地内に同居している場合は住み続け

る人や不動産を継承する人が決まっていたり、見通

しが立っている割合が高いこと。	 

6）長男夫妻以外の子孫と同居している場合には、不

動産を継承する人が決まっていたり、見通しが立っ

ている割合が、子孫とは同居していない場合に比べ

ると高いこと。	 

7)隠居が済んでいてもいなくても、長男夫妻と敷地

内で同居していてもいなくても、本人や妻で屋敷地

を所有している割合が８割以上であること。	 

5-2	 考察	 

	 隠居が済んでいる場合には別棟別計別食の隠居慣

行が維持され、屋敷地の所有も次世代へ移譲される

こともある。しかし、隠居がおこなわれていなくて

も、居住継承や不動産の継承をする人の予定が立っ

ている傾向が高いのは正当派隠居型や長男夫妻同居

未隠居型であり、長男と同屋敷地内で同居している

場合である。このことから、別棟別計別食という慣

行もさることながら、長男と屋敷地内で同居しゆく

ゆくはその屋敷地を継承するという家長権の譲渡に

関る観念が国府集落では色濃く影響しているものと

考えられる。また、屋敷地内で子や孫の夫妻と同居

している場合でも、子孫との非同居の場合に比べる

と居住継承や不動産継承の予定が立っている傾向は

高い。つまり、長男夫妻に限らずとも子孫の夫妻が

屋敷地内で同居していくことは、不動産継承に一定

の効果があるものと考えられる。	 

	 国府集落においては「一定期間を屋敷地内で同居

すること」が居住継承や不動産を継承するための重

要な要件であり、そのことでいずれ家長権が譲渡さ

れる可能性が高まると考えられる。	 

5-3	 おわりに	 

	 国府集落に限らず、わが国における集落を継続さ

せていくためには、親と同居する子孫夫妻へのイン

センティブを検討していくことを一考すべきではな

いだろうか。	 
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注	 

1)参考文献1)2)3)など。	 

2)参考文献4)より引用。	 

3)参考文献5)により引用。	 

4)参考文献4)により引用。	 

5)参考文献6）	 

6)例えば、竹田（参考文献3)）の研究は、比較研究によって隠居類

型相互の新旧を究め、その起源と展開について論じている。それら



の中でも国府に関する研究は数多い。我妻（参考文献6)）は、隠居

農場制の実態調査をおこなっている。姫岡ら(参考文献7)）は、国

府の隠居慣行の実態を明らかにするとともに、この慣行によって規

定される家族関係ならびに隠居慣行の存続と衰退の社会条件を指

摘している。長谷川ゼミナール（参考文献8)）では、国府の隠居複

世帯慣行が農村家族の近い将来のあり方を示していると考え、今後

の農村の家族や地域社会のあり方を探る調査実習を行っている。増

田(参考文献9)）は、隠居慣行の継承及び衰退の現状を把握し、慣

行の変容形態と伝承者の「家」観念について論考している。	 

7)参考文献5)	 

8)参考文献10)11)	 

9)参考文献12)	 

10)参考文献13)14)	 

11)例えば、松本(参考文献15)16)）は墨田区東向島地域を対象に居

住の継承のメカニズムを明らかにするとともに、次世代への居住継

承の可能性と市街地更新への影響を分析している。また、井川・樋

口（参考文献17)）は、長岡市を事例として人口減少による高齢世

帯や低・未利用地の増加と居住継承との関係について言及している。	 

12)参考文献18)	 

13)我妻(参考文献6))によると「槇の生け垣に囲まれた民家の二、

三百坪の屋敷内には、本家の家族の住む本屋、隠居の家族の住む隠

居屋を加えて、五、六棟ないし六、七棟の建物がところせましと立

っている（中略）。屋敷は例外なく南向きで、門のない入口を入っ

て突き当り、中央北端に南面して（中略）本屋があり、その右側に

湯殿、井戸、その手前に牛舎と堆肥舎を兼ねた納屋がある。それか

ら、本屋の左側には東向きに倉、それと列んでその手前に隠居家が

あるが、隠居家が二つある場合には、たいてい倉の隣に中隠居家、

その手前に大隠居家がある。そして、そのまた手前に小納屋やたば

こ乾燥庫などのあることもある。」とある。	 

14)姫岡ら(参考文献7)）によると国府の隠居慣行は次のように説明

されている。「第一に（中略）結婚式を上げると同時に夫の家に嫁

入りする。したがって、夫の両親が隠居するまで（中略）同居が行

われるわけである。第二に同屋敷隠居であって、隠居は別屋敷に移

住するのではない。第三に別棟隠居の形式をとり、（中略）本屋と

別棟になった独立の隠居棟で居住する。第四に親は隠居する際、次

子以下の子を一緒に連れて出る。第五にかまどを別にして独立の世

帯を営む（中略）。第六に隠居は一定の隠居田・隠居畑をもち、そ

れを耕作して本屋とは別個の独立の農業経営をなす（中略）。最後

にこのように本屋とは別の世帯をなしているとはいえ、隠居・本屋

を合わせた全体的な家の統一的な家長権は隠居が保有している。」	 

	 本研究では、「別食」は3食の食事をすべて別々にとることが原

則であることとし、「同食」は3食の食事をすべて一緒にとること

を原則とすることとする。また、「別計」は完全に家計を別にする

ことが原則であることとし、「同計」は完全に家計を同一にするこ

とが原則であることとする。	 

15)姫岡ら（参考文献19)）によると「統合的な家長権の所在はいう

までもなく隠居後の年限の経過とともに異なってくる。（中略）父

母が隠居すると同時に農業経営の管理権と日常の消費生活に関す

る実権とは分離され、本屋と隠居の両者が別々となる。また父は社

会的公的な代表権・交際権を一応息子に譲った形がとられるが、実

質的な家の支配権・財産権・代表権は依然として父が握っている。

（中略）しかし、弟妹が独立し、隠居が老齢になるに応じて別居は

するが、次第に生産的性格は失われて本屋に寄生してくるようにな

る。これに応じて、実質的な農業経営管理権、家の代表権、家の支

配権は本屋に移って行く。」	 

16)阿児町史編纂委員会（参考文献20)）は「長男が地区外に職を得

て、そこで生活しているといった理由で、いつまでも親が本家を守

っているケースがおおくなっている。（中略）国府の隠居制につい

ても、核家族化との関連でとらえなおしてみる必要が生じてくると

思われる」と指摘している。増田(参考文献9)）は「現在の国府で

は、ホンヤに老夫婦が住む例も見いだされ、壮年隠居であった慣行

がややその姿を変えつつあるといえるかもしれない。しかし、異世

代夫婦が居所、食事、等を含めて世帯を別にしようとする観念を強

く依然強くもっているのは明らかである。しかもそこでは嗣子夫婦

のオーヤ入居という条件が非常に強く働いており、それを目指して、

隠居家の準備をととのえるところに現在の隠居開始の契機を見い

だすことができる。」と指摘している。	 
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